
熊 谷 市 優 秀 建 設 工 事 表 彰 要 綱  

平 成 ２ ５ 年 ２ 月 ８ 日  

                                              市 長 決 裁  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 本 市 が 発 注 し た 建 設 工 事 を 優 秀 な 成 績 で

完 成 し た 者 を 表 彰 す る こ と に よ り 、 本 市 の 工 事 受 注 者 の 技 術

水 準 の 向 上 を 図 る と と も に 、 公 共 工 事 の 適 正 な 施 工 を 確 保 す

る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 表 彰 の 対 象 工 事 ）   

第 ２ 条  表 彰 の 対 象 と な る 工 事 は 、 本 市 が 発 注 し た 工 事 で あ っ

て 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

⑴   総 務 部 契 約 課 の 検 査 対 象 と な っ た 工 事 で あ っ て 、 請 負 代

金 額 が ５ ０ ０ 万 円 以 上 の も の 。  

⑵  表 彰 を 実 施 す る 年 度 の 前 年 度（ 以 下「 対 象 年 度 」と い う 。）

に 完 成 し た も の 。  

⑵   市 内 に 本 店 を 有 し て い る 者 （ 全 て の 構 成 員 が 市 内 に 本 店

を 有 す る 共 同 企 業 体 を 含 む 。） が 受 注 し た も の 。  

（ 表 彰 の 区 分 ）  

第 ３ 条  表 彰 の 区 分 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

（ 表 彰 の 基 準 ）  

第 ４ 条  表 彰 を 受 け る 工 事 は 、 次 に 掲 げ る 全 て に 該 当 す る 工 事

と す る 。  

⑴  適 正 な 施 工 管 理 に よ り 出 来 栄 え が 特 に 優 れ て い る 工 事 又

は 特 に 困 難 な 施 工 条 件 を 克 服 し て 完 成 さ せ た 工 事 で あ っ て 、

他 の 受 注 者 の 模 範 と な る 工 事 で あ る こ と 。  

⑶   建 設 工 事 成 績 評 定 表 の 総 評 定 点 (以 下 「 総 評 定 点 」 と い

う 。)が 、前 条 に 規 定 す る 区 分 に お い て 最 高 点 で あ り 、か つ 、

８ ０ 点 以 上 で あ る こ と 。  



２  前 項 に 該 当 す る 工 事 が 複 数 あ る 場 合 に は 、 そ の 全 て を 表 彰

す る も の と す る 。  

（ 表 彰 の 対 象 ）  

第 ５ 条  表 彰 は 、 前 条 に 該 当 す る 工 事 を 施 工 し た 受 注 者 及 び 現

場 代 理 人（ 以 下「 表 彰 対 象 者 」と い う 。）に 対 し て 行 う も の と

す る 。  

２  表 彰 対 象 者 が 、 次 条 に 規 定 す る 欠 格 事 項 に 該 当 す る こ と に

よ り 、 表 彰 さ れ な い こ と と な っ た 場 合 に は 、 表 彰 を 受 け る こ

と が で き る 工 事 を 施 工 し た 次 点 の 者 を 、 表 彰 対 象 者 と し て 表

彰 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。  

（ 欠 格 事 項 ）  

第 ６ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 受 注 者 は 表 彰 し な い も

の と す る 。  

⑴   対 象 年 度 の 初 日 か ら 表 彰 を 実 施 す る 日 ま で の 間 に お い て 、

熊 谷 市 建 設 工 事 等 の 契 約 に 関 す る 入 札 参 加 停 止 等 措 置 要 綱

（ 平 成 １ ７ 年 訓 令 第 ６ ２ 号 ） 第 ２ 条 又 は 第 ３ 条 の 規 定 に よ

り 、 指 名 停 止 等 の 措 置 を 受 け 、 又 は 措 置 を 受 け る こ と が 明

ら か と な っ た 者  

⑵  対 象 年 度 の 初 日 か ら 表 彰 を 実 施 す る 日 ま で の 間 に お い て 、

建 設 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ２ ８ 条 、 第 ２ ９

条 、 第 ２ ９ 条 の ２ 、 第 ２ ９ 条 の ３ 又 は 第 ２ ９ 条 の ４ の 規 定

に よ る 監 督 処 分 を 受 け 、 又 は 受 け る こ と が 明 ら か と な っ た

者  

⑶  対 象 年 度 の 初 日 か ら 表 彰 を 実 施 す る 日 ま で の 間 に お い て 、 

総 評 定 点 が ６ ５ 点 未 満 に よ る 警 告 を 受 け て い る 者 又 は 建 設

工 事 成 績 評 定 表 に お い て 、 い ず れ か の 細 別 に e が あ る 者  

⑷  そ の 他 市 長 が 表 彰 に ふ さ わ し く な い と 判 断 し た 者  

（ 表 彰 対 象 者 の 決 定 ）  



第 ７ 条  総 務 部 契 約 課 長 は 、 表 彰 を 実 施 す る 日 の 属 す る 年 度 の

９ 月 ３ ０ 日 ま で に 、 表 彰 対 象 者 と な り う る 者 が あ る と き は 、

熊 谷 市 優 秀 建 設 工 事 受 注 者 報 告 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に よ り 、 熊

谷 市 建 設 工 事 請 負 等 指 名 業 者 選 定 等 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」

と い う 。） に 内 申 す る も の と す る 。  

２   委 員 会 は 、前 項 の 内 申 を 受 け た と き は 、速 や か に 審 査 の 上 、

表 彰 対 象 者 の 候 補 を 決 定 し 、 熊 谷 市 優 秀 建 設 工 事 受 注 者 推 薦

書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、 市 長 に 推 薦 す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 推 薦 さ れ た 者 の う ち か ら 表 彰 対

象 者 を 決 定 す る 。  

（ 表 彰 の 方 法 ）  

第 ８ 条  表 彰 は 、 市 長 が 表 彰 状 を 授 与 し て 行 う 。  

２  表 彰 に は 、 副 賞 を 添 え る こ と が で き る 。  

（ 表 彰 の 時 期 ）  

第 ９ 条  表 彰 は 、 年 １ 回 定 期 に 行 う 。  

（ 被 表 彰 者 の 公 表 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 表 彰 を 行 っ た と き は 、

被 表 彰 者 を 公 表 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 公 表 は 、 市 報 へ の 掲 載 、 新 聞 等 の 報 道 機 関 へ の 発 表

そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 事 務 局 ）  

第 １ １ 条  表 彰 に 係 る 事 務 は 、総 務 部 契 約 課 に お い て 処 理 す る 。 

（ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定

め る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ８ 年 ６ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

      附  則  



（ 施 行 期 間 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 熊 谷 市 優 秀 建 設 工 事 表 彰 実 施 基 準 の 廃 止 ）  

２  熊 谷 市 優 秀 建 設 工 事 表 彰 実 施 基 準 （ 平 成 １ ８ 年 ６ 月 ２ ７ 日

市 長 決 裁 ） は 、 廃 止 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

請負代金額 部門 対象業種

土木部門 土木（上下水道工事を除く）、鋼構造物（土木）工事業

上下水道部門 土木（上下水道工事）、管工事業（水道工事）

建築部門
建築、鉄筋（建築）、大工、左官、石、屋根、タイル・れん
が・ブロック、鋼構造物（建築）、板金、ガラス、塗装（区画
線除く）、防水（建築）、内装仕上、建具工事業

とび・土工、造園部門
とび・土工、鉄筋（土木）、しゅんせつ、塗装（区画線）、防
水（土木）、造園、さく井、解体工事業

電気部門 電気、電気通信工事業

設備部門
管（水道工事を除く）、機械器具設置、熱絶縁、水道施設、消
防施設、清掃施設工事業

舗装部門 舗装工事業

５００万円以上
１，０００万円未満

小規模部門 全業種

１，０００万円以上

区分

 

 

 


